
令和元年 10 月 1 日 

利 用 料 金 表 

（1）介護保険の訪問看護をご利用される方

【介護保険】（訪問看護）   金額（単位：円） 

訪問看護時間 通常 早朝・夜間 深夜 

２０分未満（早朝・夜間・深夜のみ） ３１２ ３９０ ４６８ 

３０分未満 ４６９ ５８７ ７０４ 

３０分以上６０分未満 ８１９ １,０２４ １,２２９ 

６０分以上９０分未満 １,１２２ １,４０３ １,６８３ 

【介護保険】（介護予防訪問看護） 金額（単位：円） 

訪問看護時間 通常 早朝・夜間 深夜 

２０分未満（早朝・夜間・深夜のみ） ３０１ ３７６ ４５２ 

３０分未満 ４４９ ５６１ ６７４ 

３０分以上６０分未満 ７９０ ９８８ １,１８５ 

６０分以上９０分未満 １,０８４ １,３５５ １,６２６ 

※早朝・夜間とは午前 6時～8時、午後 6時～10時。
※深夜とは午後 10時～午前 6時。
※事業実施地域（益田市）以外のご利用は、実施地域の境から居宅までの距離の交通費の実費（1km当た
り 20円）を頂きます。但し、中山間地域に居住される利用者の方は、その他加算を参照。

※准看護師による訪問看護は、上記×0.9。

◆その他の加算等 金額（単位：円） 

項  目 料 金 備   考 

複数名訪問加算 
３０分未満 
３０分以上 

２５４ 
４０２ 

・2人で訪問看護を行った場合/回

長時間訪問看護加算 ３００ ・1時間 30分を超える訪問を行った場合/日

緊急時訪問看護加算 ５７４ 

・最初の訪問日（月 1回）
・緊急時訪問を行った場合は所定時間に応じた所定単位数がかか
ります 
・一月以内の 2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間・深
夜の加算がかかります

特別管理加算Ⅰ ５００ 
・最初の訪問日（月 1回）
・在宅悪性腫瘍管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使
用している状態

特別管理加算Ⅱ ２５０ 
・最初の訪問日（月 1回）
・在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を超える褥瘡
のいる状態等

ターミナルケア加算 ２,０００ 
・死亡日及び死亡日前 14日以内 2回以上ターミナルケアを実施し
た場合。介護予防訪問看護は対象外です

初回加算 ３００ 
・訪問看護計画書を作成した利用者に新規に訪問看護を提供した
場合（初回の訪問月）



退院時共同指導加算 ６００ 
・入院中・入所中に主治医等と連携して指導した場合（退院・退
所後の初回訪問時／回）

看護体制強化加算（Ⅰ） ６００ ・最初の訪問日（月 1回）

看護体制強化加算（Ⅱ） ３００ ・最初の訪問日（月 1回）

サービス提供体制強化加算 ６ ・サービス１回につき

中山間地域に居住する者への
サービス提供加算

― 
・1回につきサービス費の 5／100に相当する利用料を請求させてい
ただきます

死後処置料（税別） １０,０００ ・材料費含めて頂きます



令和元年 10 月 1 日 

利 用 料 金 表 

（2）医療保険の訪問看護をご利用される方

【医療保険】 

利用料の種類 徴収対象 利用料金 

基本料金 訪問看護 

後期高齢者医療 毎回費用の 1割・3割 

前期高齢者医療

（70～75歳未満） 
毎回費用の 1割・２割・3割 

健康保険 毎回費用の 3割 

国民健康保険 毎回費用の 3割 

そ
の
他
の 

利
用
料 

時間外延長 

利用 
2時間を超える訪問看護 30分毎   500円 

営業時間外 

利用 

休日・時間外において 基
本時間の看護サービスを行
った場合 

1回につき  2,000円 

◆その他の利用料等

利用料の種類 金  額 

訪問看護基本療養費（Ⅰ）（1日1回につき） 
5,550円（週 3日まで） 

6,550円（週 4日以降） 

訪問看護基本療養費（Ⅲ）（1月につき） 8,500円（入院中に外泊された利用者） 

夜間・早朝・深夜訪問看護加算（1日につき） 
2,100円（午前6時から午前8時、午後６時から午後10時まで） 

4,200円（午後 10時から午前 6時まで） 

難病等複数回訪問加算（厚生労働省の指定疾患） 
4,500円（１日２回訪問） 

8,000円（１日３回以上の訪問） 

複数名訪問看護加算（週 1回） 4,500円（看護師） 

乳幼児又は幼児加算（1日 1回につき） 1,500円（６歳未満） 

訪問看護管理療養費 

（1 日につき） 

7,440 円（月の初日） 

3,000 円（２日目以降） 

機能強化型訪問看護管理療養費３ 

（1 日につき） 

8,470 円（月の初日） 

3,000 円（２日目以降） 

長時間訪問看護加算（1 週につき） 5,200 円 

緊急訪問看護加算（1日につき） 2,650円（診療所・在宅支援診療所の指示による訪問） 

退院時共同指導加算（1月につき） 
（利用者の状態に応じ月 2回を限度） 

8,000円 

特別管理指導加算 2,000円（厚生労働省が定める疾患・状態） 



退院支援指導加算 6,000円（退院日）（厚生労働省が定める疾患・状態） 

24時間対応体制加算（1月につき） 6,400円 

特別管理加算（1月につき） 2,500円または 5,000円（利用者の状態に応じる） 

在宅患者連携指導加算（1月につき） 3,000円 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 
（月 2回まで） 2,000円 

訪問看護ターミナルケア療養費 

1. 25,000円

2. 10,000円

死亡日及び死亡日前 14日以内に 2回以上訪問 

訪問看護情報提供療養費 1（１月につき） 
1,500 円（厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、当該市

町村からの求めに応じて情報を提供した場合） 

訪問看護情報提供療養費 2（１月につき） 

1,500 円（厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、当該義
務教育に入学時、転学時等により初めて在籍することと
なる利用者について、当該義務教育諸学校からの求め
に応じて情報を提供した場合） 

訪問看護情報提供療養費 3（１月につき） 
1,500 円（厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、保健医

療機関に入院し、又は入所する使用者について情報を
提供した場合） 

※公費負担者医療受給者については、一部を除いて基本利用料を支払う必要はありません。

※事業実施地域（益田市）以外のご利用は、実施地域の境から居宅までの距離の交通費の実費（１km 当た
り２０円）を頂きます。（通常の事業実施地域は益田市です）

※死後処置料は実費１０,０００円（税別、材料費を含む）を頂きます。


